
−1−



−1− −2−



−3−



−3− −4−



−5−



−5− −6−



- 7 - 

 

（イ）定時制の課程については、すべての学校・学科で面接を実施する。なお、丸岡高校定時制、

大野高校定時制、鯖江高校定時制、武生高校定時制、敦賀高校定時制および若狭高校定時制に

おいては、作文も実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ウ）面接等を実施する県立高校長は、具体的な実施方法、主な設問等を付した実施計画書を教育

委員会に届け出るものとする。 

    （エ）面接においては、細部にわたる教科の内容や家庭環境等について触れてはならない。 

オ 選抜に必要なその他の調書等を必要とする県立高校長は、教育委員会の承認を受けなければな

らない。 

カ 県立高校長は、調査書その他必要な書類、学力検査（追検査を含む。）の成績等による判定の結

果、入学が適当と認められる者の数が募集人員に満たない場合には、教育委員会と協議の上、合

格者数を募集人員内にとどめることができる。 

キ 県立高校長は、募集人員を超えて合格者を決定する場合には、教育委員会と協議しなければな

らない。 

(2) 合格者の発表 

    県立高校長は、令和７年３月３日（月）午後２時以降に、合格者の受験番号をＷＥＢ出願システム

上に掲載し、中学校長を通じ本人に通知するものとする。また、ＷＥＢ出願システムの合格者発表

ページへのリンクを各高校のホームページに掲載する。 

 

 

 

 

学校名 学科 面接 作文 備考（面：面接時間等）

丸岡定時制 普通 個人 400字程度 面：１人あたり１０分程度の個人面接を２回実施

大野定時制 普通 個人 2題出題、各200字程度 面：１人あたり１０分程度の個人面接を２回実施

鯖江定時制 普通 個人 400字程度 面：１人あたり１０分程度の個人面接を２回実施

武生定時制 普通 集団 600字程度 面：２０分程度／１グループ（３～５名程度）

敦賀定時制 普通 個人 600字程度 面：１人あたり１０分程度の個人面接を２回実施

若狭定時制 普通 個人 600字程度 面：１人あたり１５分程度

道守定時制 普通 個人 面：１人あたり１５分程度
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５ 入学者の選抜 

(1) 県立高校長は、中学校長から提出された調査書その他必要な書類、面接等の結果を資料として、各

高等学校、各学科等の特色に配慮しつつ、その教育を受けるに足る能力・適性等を判定した上で、

入学者を選抜する。 

(2) 選抜に当たっては、調査書中の「学習の記録」の「評定」の第３学年の各教科の評定と面接等の結

果を総合的に審査する。 

なお、調査書中の「観点別学習状況」および他の記録についても、これを慎重に審査する。ただ

し、「身体上の特記事項」については、修学不可能と認められるものを除くほかは、等差をつける資

料としない。 

(3) 県立高校長は、具体的な実施方法、主な設問等を記入した推薦入学者選抜実施計画書を、教育委員

会に届け出るものとする。 

(4) 面接においては、細部にわたる教科の内容や家庭環境等について触れてはならない。 

(5) 県立高校長は、選抜の結果、教育委員会と協議して、募集人員を超えて合格させること、または募

集人員内にとどめることができる。 

 

６ 合格者への通知 

県立高校長は、令和７年１月 20日（月）午後２時以降に、合格した旨を中学校長を通じ、本人に通

知するものとする。ただし、合格者の発表は、令和７年３月３日（月）午後２時以降にＷＥＢ出願シ

ステム上に受験番号を掲載する。また、ＷＥＢ出願システムの合格者発表ページへのリンクを各高校

のホームページに掲載する。 

 

７ 選抜に漏れた者の取扱い 

選抜に漏れた者が一般入学者選抜を受験する場合には、改めて出願し直すこと。 
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(2) 選抜に当たっては、調査書中の「学習の記録」の「評定」の第３学年の各教科の評定と志願理由書、

４(3)で実施した学力検査、適性検査、探究的な取組みに係る事前課題、面接、口頭試問、プレゼン

テーション、実技試験等の結果を総合的に審査する。 

なお、調査書中の「観点別学習状況」および他の記録についても、これを慎重に審査する。ただ

し、「身体上の特記事項」については、修学不可能と認められるものを除くほかは、等差をつける資

料としない。 

(3) 選抜に当たっては、第２志望等の理由により等差をつけることはしない。 

(4) 県立高校長は、具体的な実施方法、主な設問等を記入した特色選抜実施計画書を、教育委員会に届

け出るものとする。 

(5) 面接においては、細部にわたる教科の内容や家庭環境等について触れてはならない。 

(6) 県立高校長は、選抜の結果、教育委員会と協議して、募集人員を超えて合格させること、または募

集人員内にとどめることができる。 

 

７ 合格者への通知 

県立高校長は、令和７年１月 20日（月）午後２時以降に、合格した旨を中学校長を通じ、本人に通

知するものとする。ただし、合格者の発表は、令和７年３月３日（月）午後２時以降にＷＥＢ出願シ

ステム上に受験番号を掲載する。また、ＷＥＢ出願システムの合格者発表ページへのリンクを各高校

のホームページに掲載する。 

 

 

８ 選抜に漏れた者の取扱い 

(1)  選抜に漏れた者が一般入学者選抜を受験する場合には、改めて出願し直すこと。 

(2)  特色選抜の種目・領域「地域みらい留学」の選抜に漏れた者が、一般入学者選抜を受験する場合    

には、令和７年１月 21日（火）から令和７年１月 30日（木）までに、「県を越えて出願する場合の

取扱い」の例により手続すること。 
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を発表する。なお、県立高校長は、電話等による出願者数の照会には、応じないものとする。 

 

５ 学力検査等の実施 

(1) 選抜は調査書、面接および英語・数学の２教科の学力検査により実施する。 

(2) 面接、学力検査は、出願先の県立高校において、令和７年１月 15日（水）に行う。 

 (3)  面接を実施する学校および学科は、次のとおりとする。 

  

 

 

 

 

 

(4)  外国人生徒等特別選抜志願者は、本人の申出により、出題文の漢字にルビを振った学力検査とする

ことができる。申出は、令和７年１月９日（木）の午後４時までとする。 

 

 

６ 入学者の選抜 

(1) 県立高校長は、中学校長から提出された調査書その他必要な書類、面接、学力検査の成績を資料と

して、各高等学校、各学科等の特色に配慮しつつ、その教育を受けるに足る能力・適性等を判定し

た上で、入学者を選抜する。 

(2) 選抜に当たっては、調査書中の「学習の記録」の「評定」の第３学年の各教科の評定と面接、学力

検査の成績等を総合的に審査する。 

なお、調査書中の「観点別学習状況」および他の記録についても、これを慎重に審査する。ただ

し、「身体上の特記事項」については、修学不可能と認められるものを除くほかは、等差をつける資

料としない。 

(3) 県立高校長は、具体的な実施方法、主な設問等を記入した外国人生徒等特別選抜実施計画書を、教

育委員会に届け出るものとする。 

(4) 面接においては、細部にわたる教科の内容や家庭環境等について触れてはならない。 

(5) 県立高校長は、選抜の結果、教育委員会と協議して、募集人員を超えて合格させること、または募

集人員内にとどめることができる。 

 

７ 合格者への通知 

県立高校長は、令和７年１月 20日（月）午後２時以降に、合格した旨を中学校長を通じ、本人に通

知するものとする。ただし、合格者の発表は、令和７年３月３日（月）午後２時以降にＷＥＢ出願シ

ステム上に受験番号を掲載する。また、ＷＥＢ出願システムの合格者発表ページへのリンクを各高校

のホームページに掲載する。 

 

８ 選抜に漏れた者の取扱い 

選抜に漏れた者が一般入学者選抜を受験する場合には、改めて出願し直すこと。 

 

面接

集団/個人

足羽
多文化
共生

個人

機械創造

商業マネ
ジメント

武生商工 個人 面：１人あたり１０分程度

学校名 学科 備考（面：面接時間　準：実技等の準備物）

面：１人あたり１５分程度
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を発表する。なお、県立高校長は、電話等による出願者数の照会には、応じないものとする。 

 

５ 学力検査等の実施 

(1) 出願者は、全員、出願先の各県立高校で実施する学力検査等を受けなければならない。 

(2) 第２次募集に係る学力検査等は、国語・英語・数学の３教科の学力検査および面接とし、必要に応

じ、作文を課すことができる。 

(3) 県立高校長は、具体的な実施方法および面接等に係る主な設問等を記入した実施計画書を教育委員

会に届け出るものとする。 

(4) 第２次募集に係る学力検査等は、令和７年３月７日（金）に実施する。 

 

６ 選抜の方法 

(1) 県立高校長は、中学校長から提出された調査書その他必要な書類、学力検査の成績等を資料として、

各高校・学科等の特色に配慮しつつ、その教育を受けるに足る能力・適性等を判定した上で、入学

者を選抜する。 

(2) 選抜に当たっては、調査書中の「学習の記録」の「評定」の第３学年の各教科の評定と学力検査の

成績を総合的に審査する。なお、調査書中の「観点別学習状況」および他の記録についても、これ

を慎重に審査する。ただし、「身体上の特記事項」については、修学不可能と認められるものを除く

ほかは、等差をつける資料としない。 

(3) 県立高校長は、調査書その他必要な書類、学力検査の成績等による判定の結果、入学が適当と認め

られる者の数が募集人員に満たない場合には、教育委員会と協議の上、合格者数を募集人員内にと

どめることができる。 

(4) 県立高校長は、募集人員を超えて合格者を決定する場合には、教育委員会と協議しなければならな

い。 

 

７ 合格者の発表 

当該県立高校長は、令和７年３月 10日（月）午後２時以降に、合格者の受験番号をＷＥＢ出願シス

テム上に掲載し、中学校長を通じ本人に通知するものとする。また、ＷＥＢ出願システムの合格者発

表ページへのリンクを各高校のホームページに掲載する。 

 

 

第６ その他 

１ 県立高校長は、志願情報、調査書その他出願に必要な書類に不正な記載があった場合には、志願者の

入学を取り消すことができる。 

２ 県立高校長は、志願者の取扱いその他選抜に係る事項で、この要項によりがたい特別な事情がある場

合には、教育委員会と協議の上、決定するものとする。 

 

 


